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令和 8 年度 新旧区長会の主な協議内容 

 

1 開会のことば 

2  会長挨拶・会長報告 

・旧区長の皆様、1 年間お疲れさまでした。また新区長の皆様、これから町会会員の方々のために

ご尽力をよろしくお願いします。 

・昨年度、長尾地区においては犯罪の発生はありませんでしたが、下原 2 地区において火災が発

生し、ひとりがお亡くなりになりました。 

・これまでの主な行事ですが、3 月 7 日、卒業を迎える小学生 6 年の皆さん約 40 人に記念品を贈

呈しました。 

・3 月 10 日、新たに防犯カメラ 1 台を設置し、長尾地区では合計 12 台となりました。 

・3 月 20 日、稲田小学校において社会福祉のつどいが開催され、長尾地区からは長楽会の皆さん

が合唱を披露しました。 

・3 月 29 日、二ヶ領用水で桜祭りが開催されました。桜はちょうど満開の状態であり、式典のあ

とパレードが行われました。 

・その他の行事については、町づくり情報を通じて発信しているので、ご参照してください。 

3 報告及び協議事項 

(1) 令和 8 年度「定例総会」について 

・4 月 29 日（水・祝）、長尾町会定例総会が開催されます。当日の議長は、第 7 ブロックの新区長

さんから選出をお願いします。 

（2）総会議案について 

・総会の予定議案は、「令和 7 年度事業報告」「令和 7 年度決算報告」「監査報告」「令和 8 年度事

業計画（案）」「令和 8 年度予算（案）」「長尾町会規約の一部改正（案）」「役職員紹介」「退任者

感謝状贈呈」です。 

(3) 「区長さんへのお願い」と各種配付物について 

 ・「町会費納入票」「訃報届」「各地区掲示板案内図」を新区長さんにお渡ししました。 

 ・新区長さんへのお願いとして、「引き継ぎ資料」に基づいて説明を行いました。主な説明内容は

次のとおりです。 

 ・令和 8 年度の町会年間行事予定表は、5 月の区長会でお渡しします。 

 ・町会費の集金は、各地区において工夫された方法でかまいません。 

 ・毎月の回覧物の受け取りは、5 日～10 日でお願いします。9 時～21 時の時間帯で可能です。 

 ・町会会員がお亡くなりになったときは、弔慰金が支給されますので事務局までご連絡ください。 

 ・防犯灯の修理は町会では対応していないので、川崎市のコールセンターにご連絡ください。 

 ・4 月 29 日の総会終了後に民生委員との顔合わせがある予定です。赤十字募金の協力についてご

案内があります。  

 ・資源回収は毎月第 1・第 3 火曜日です。回収の方法については、毎月の回覧に記載されていま

す。回収業者の都合で時間が前後することもあります。 

 ・各地区の掲示板に地区名を表示しています。もし地区名が間違っているようでしたら、ご連絡

ください。 
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(4) 連絡事項 

・第 9 回区長会におけるミニ講演会「プラスティックの捨て方」のアンケート結果の報告ありま

した。「大変良かった」「良かった」で 100％でした。 

 ・5 月のミニ講演会のテーマは「長尾町会紹介」、講師は井田会長です。 

 ・区長会の開催時には、順番で会場設営（机・椅子の準備）をお願いします。 

 ・5 月の回覧物の受け取りは、7 日（木）～12 日（火）でお願いします。 

（5）新旧区長引き継ぎ 

 ・ブロック単位で、新旧区長の引き継ぎ、意見交換を行いました。 

4 閉会      

次回の区長会は、5 月 9 日（土）午後 6 時 30 分～ となります。 

                             ― 以上 ― 


